
　　　　　　　　所要時間３０分以上６０分未満

　　　　　　　　所要時間６０分以上９０分未満

生活援助　　所要時間２０分以上４５分未満

苦情受付担当者 山田陽子

苦情受付責任者 樋口　泰之

事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した時は、速やかに利用者の家族、

市などに連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

事業実施区域 見附市

人
員

管理者 山田陽子

サービス提供責任者 山田陽子・渡辺絹子

特定事業所加算 所定単位数に１０％乗じた額

法定代理受給以外 介護報酬として告示された額

給付限度額以上の個人負担分 介護報酬として告示された額の１０割負担

緊急時訪問介護加算 １００円（１回につき）

生活機能向上連携加算 (Ⅰ）１００円／月　（Ⅱ）200円／月
介護職員処遇改善／介
護職員等特定処遇改善 所定単位数に24.5％乗じた額

初回加算 ２００円／月

事業対象者・要支援１・２
訪問型独自短時間サービス 短時間の身体介護 163円/回

訪問型独自サービス２２２ 44分未満の生活支援 179円/回

訪問型独自サービス２２３ 45分以上の生活支援 220円/回

※身体介護に続き、生活援助を行う場合の加算は、所要時間２０分から計算

　　して、２５分増すごとに65円を加算します。（上限　195円）

※通常時間以外の６：００～８：００　１８：００～２２：００は規定料金の２５％増

※通常事業区域以外の訪問介護については、所定の５％増

訪問型独自サービス２２１ 標準的な内容の支援 287円/回

387円

567円

　　　　　　　　以後、577円に３０分増すごとに８４円を加算した額となります。

179円

　　　　　　　　所要時間４５分以上 220円

サービス提供者 訪問介護員（介護福祉士・初任者研修修了者）

サービス内容 身体介護・生活援助・訪問型サービス（現行相当サービス）

個
人
負
担
分
料
金

介護給付
法定代理受給

身体介護　　所要時間２０分未満 163円

　　　　　　　　所要時間２０分以上３０分未満 244円

営業日 年中無休

営業時間 午前８時から午後５時３０分まで

サービス提供時間 午前６時から午後１０時まで

 （日常生活支援総合事業訪問型）訪　問　介　護　重　要　事　項

事
業
所

名称  ふるまい訪問介護

所在地 見附市　新幸町７－１１

連絡先 電話：０２５８－８６－８００９　　　ＦＡＸ：０２５８－６６－８８４５

介護保険事業所番号 1571100062



苦情解決第三者委員
布川　公子（６２）２６２６

野本　秀雄（６３）００５８


